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後見等事務報告書（初回報告） 
 

  後見 一郎 の成年後見人・保佐人・補助人 

令和 ● 年 ● 月 ● 日 
     

住  所  千葉市○○区●●町△－△                    
 

氏  名   後見 太郎           ㊞ 
 

日中の連絡先☎  ０９０（○○○○）○○○○   （自宅・勤務先・携帯）  
 
 

現在の本人の状況は以下のとおりですので，必要書類を添えて報告します。  
 

※ □の部分は，該当するものに☑印をつけてください。 

※ 保佐人・補助人で財産管理に関する代理権が付与されていない場合は，財産関係に関する

項目の報告は不要です。 

 

財 産 関 係 

○ 申立ての後，本人の財産関係に変動はありましたか。 

 □ 申立時の財産関係から変動はない。 

 □ 新たに預貯金口座を開設した。 

 □ 預貯金を解約した。 
  ※ 解約した預貯金の内容及び解約の事情を記載してください。 
 

                                     

 ☑ 新たな財産（負債）が判明した。 
  ※ 判明した財産・負債の内容を記載してください。 
 

    ○○生命の終身保険と千葉次郎に対する債権を発見した。       

 □ 財産を処分した。 
  ※ 処分した財産の内容及び処分の必要性を記載してください。 
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○ 添付資料 

 【必須提出】 

   ☑ 財産目録（初回報告用） 

    ※ 現時点で判明しているすべての財産・負債について記載してください。 

   ☑ 収支予定表（初回報告用） 

☑ 預貯金通帳の写し 
※ 新たに判明したり開設したりした分も含め，すべての預貯金について，申立後から

現在までの取引履歴部分の写し（通帳の表紙とその裏面部分も）を提出してくださ
い。 

 

【該当する場合に追加提出】 

□ 預貯金口座を解約した場合・・・払戻しに関する明細書 

□ 新たに有価証券等（株式・投資信託・公社債・その他金融資産）の保有

が判明した場合・・・最新の有価証券等取引残高報告書の写し 

   □ 新たに不動産（土地・建物）の保有が判明した場合 

・・・登記事項証明書及び固定資産評価証明書 

 ☑ 新たに保険契約の存在が判明した場合・・・保険証券等の写し 

 ☑ 新たに債権・負債の存在が判明した場合・・・明細書等の写し 

   □ 財産を処分した場合・・・その内容及び処分の必要性を示す資料 

 

身 上 監 護 

○ 本人の心身・生活状況と身上監護面での課題の把握について。 

 ☑ 後見人等は本人の親族であるため，本人の状況は把握している 

□ 本人（□及びその親族）との面談を行った（第三者後見人等の場合） 

☑ 医療・福祉関係者等との打合せを行った 
※ 本人の心身・生活状況及び身上監護面での課題について記載してください。 
 

    現在，本人は自宅で単身生活しており，訪問介護サービスを利用してい 

   ます。本人は，福祉サービスを利用しながらの自宅での生活を希望してお 

   り，本人を担当するケアマネジャー及び地域包括支援センターの担当者と 

   本人が自宅での生活を継続するうえでの課題について共有しました。       

 

○ 本人の住所変更の予定はありますか。 

☑ 予定なし 

 □ 令和  年  月ころ変更予定（施設入退所，移転を含む。） 

□ 下記の住所に転居した。 

（転居先の住所） ※ 住民票を異動した場合は住民票を添付してください。 

  〒    －      
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○ 定期報告までの本人の身上監護の基本的方針について記載してください。 

 

   本人の意向を尊重し，自宅での生活を継続する予定です。定期的に本人宅 

  に行って，お金を渡すとともに，本人の心身や生活の状況を確認していきま 

  す。ケアマネジャーら福祉関係者と３ヶ月に１回ほどの頻度で打合せを行い 

  本人の状況必要なサービスの検討をしていきます。            

                                     

   

申立てのきっかけとなった課題の処理状況について  

※ 申立時以降に特段の進展がない場合，記載する必要はありません。 

（課題の内容） 

☑ 預貯金の管理・解約  □ 保険金の請求   □ 不動産の管理・処分 

□ 裁判手続等      □ 遺産分割協議（相続放棄） 

□ 施設入所・福祉サービス契約   □ 不要な売買契約等の被害防止のため 

□ その他（                             ） 

 

（今後の処理予定） 

 □ 終了した。→ 関連資料を添付してください。 

 □ 令和   年   月ころ行う予定である。 

 □ その他 

 

※ 本件に関するお問い合わせ 

千葉家庭裁判所家事部 後見係  

     （直通電話）０４３－３３３－５３２１～５３２３ 
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